
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  認定職業訓練で支給される奨励金 

Ｑ：認定職業訓練を実施することにより、

国から支給される奨励金は、消費税ではどの

ように取り扱われますか？ 

 

Ａ：課税対象外取引になります。 

【解説】 

これについては、東京国税局が事前照会に

対する回答で次のように課税対象外取引にな

るとしています。 

消費税は、事業者が国内において行った資

産の譲渡等が課税対象となり、事業者が国又

は地方公共団体等から受ける奨励金もしくは

助成金等又は補助金等のように、特定の政策

目的の実現を図るための給付金は、資産の譲

渡等の対価に該当しないこととなっていると

したうえで、求職者支援法に基づく認定職業

訓練は、特定の政策目的を実現するために実

施されるものであることから、特定の政策目

的の実現を図るための給付金として、一義的

には、上記取扱いにより資産の譲渡等の対価

に該当しないものと取り扱うのが相当である

と判断し、そして、認定職業訓練は、国から

実施を委託されるものではなく、国に対して

行うものでもないとして、最終的に、奨励金

は、認定職業訓練を行った反対給付として受

けるものではないので、資産の譲渡等の対価

に該当せず、消費税の課税の対象外（不課税

取引）として取り扱われるとする見解を公表

しています。 
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